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様式第１号 

 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 平成３０年度第２回所沢市入札監視委員会 

開 催 日 時 平成３０年１１月１９日（月） 午後１時５７分から 

開 催 場 所 所沢市役所４階 入札室 

出席者の氏名 

磯田 和彦（埼玉県川越県土整備事務所 所長） 

髙島 誉章（公認会計士） 

林 真由美（弁護士） 

欠席者の氏名 なし 

議 題 

１ 入札及び契約手続の運用状況等の報告 

２ 審議事案の抽出結果報告 

３ 抽出された事案の審議 

４ その他 

会 議 資 料 

１ 会議次第 

２ 入札方式別発注工事総括表（様式第１号） 

３ 入札方式別発注工事一覧表（様式第２号） 

４ 入札参加停止等の措置状況総括表（様式第３号） 

５ 入札参加停止等の措置状況一覧表（様式第４号） 

６ 抽出事案説明書（様式第５号） 

担 当 部 課 名 

【担当課等】 

（建 設 部）末廣営繕担当参事、加藤道路建設課長    

 村上計画道路整備課長 

（環境クリーン部）古澤東部クリーンセンター施設課長 

（上下水道局）磯総務課長、根岸下水道整備課長 

他 各担当課職員 

【事務局】 

加藤総務部長、冨田総務部次長、岸契約課長、 

他 事務局職員 
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様式第２号 

発言者 審議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

営繕課 

議 事 

１ 入札及び契約手続の運用状況等の報告 

平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの市、上下水道

局及び市民医療センター発注工事における入札方式別件数及び入

札参加停止等の措置状況について事務局より報告した。 

 

２ 審議事案の抽出結果報告 

審議の対象となる事案の中から、予定価格が歩切になっている事

案、総合評価方式を取り入れるべき事案、一抜け方式とすべき事案、

随意契約による事案、指名競争入札による事案の合計 5件を抽出し

た旨、抽出委員より報告があった。 

 

３ 抽出した事案の審議 

所沢市立南陵中学校外壁塗装改修工事 

本市では、事務の効率化のために設計金額の端数を切り捨て予定

価格を決定する場合もあり、歩切ではなく端数処理と認識しており

ます。 

また、調査基準価格が失格基準価格と同額となっている理由につ

きましては、失格基準価格の算出方法については「所沢市建設工事

低入札価格取扱要綱」第 5条の規定に基づき、設計金額に 10分の 7

を乗じて得た額と定めております。また、調査基準価格の算出方法

については、「同要綱」第 4条第 3項の規定に基づき、特別の事情が

あると認めるときは、設計金額の 10分の 7から 10分の 9までの範

囲内で調査基準価格を定めることができることから、今回は特別の

事情があると判断し、調査基準価格と失格基準価格が設計金額に 10

分の 7を乗じて得た額となり同額となったものでございます。 

設計金額は、80,160,000円だと思うのですがそれに消費税を掛け

た金額が 86,572,800円であり、ここを丸めて 86,570,000円になっ

ている。歩切は 1%であろうが 0.1%であろうが行ってはいけない行

為だと考えておりますが、この点はどのように考えておりますか。 

もう一点、特別な事情があり設計金額の 10 分の 7 に乗じ得た額

となった理由についてお聞かせください。 

歩切と端数処理との関係ですが、国土交通省のホームページ等に

も掲載がされておりますが、事務の効率化のため、設計書金額の端

数を切り下げて予定価格を決定することについては、入札契約手続

の透明性や公正性の確保等を図るため合理的なものであり、かつ、

極めて少額にとどまるときには、やむを得ない場合があると認識し

ております。 

調査基準価格につきましては、所沢市建設工事低入札価格取扱要
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発言者 審議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営繕課 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

綱に基づき直接工事費及び各経費に定められている率を乗じまし

て算定しております。営繕課におきましては通常おおむね設計金額

の 85～90%程度の価格となります。ただし今回の塗装工事、防水工

事、受変電設備工事や太陽光パネル発電設備工事、都市ガス設備工

事などの特別なものにつきましては、設計金額の 10 分の 7 として

おります。これは、これらの工事が他の工事と違い施工上他の工事

と関連が少なく自社完成出来ることなどの理由から比較的安価に

工事が行える場合が多い事から設計金額の 10 分の 7 を採用してお

ります。 

設計を行っている中で、一般管理費とかで端数処理の調整をして

設計金額を丸めているが、国土交通省のいう端数処理とはこの事を

言っているのだと思います。このように消費税を掛けた金額を丸め

るのはとてもおかしいと思います。 

また、所沢市のいう端数処理について行っていない案件も数多く

ありますが、統一が取れていないと思います。 

塗装工事が安価で出来ると言われておりますが、それはただ人件

費を切っているだけ。自社施工出来て、給与を切っているだけで決

して良いことではありません。 

高い工事を高い金で取って職員に高い給与を与えてこそ建設業

は成り立つのです。 

ほぼ人件費だけの理由で工事で安くなるからといって 70 という

のはおかしいと思います。 

実際には、営繕課発注の過去 5 年間の塗装工事は、最小で 77%最

大で 97%でございますので、それぞれの業者が内容を精査して落札

しているものと思われます。 

本年度の塗装工事の落札率は約 80％の落札率でございます。実際

に価格競争をして入札をしている状況でございますので、この点を

踏まえもう少し考えていかなければいけないと思っております。 

価格競争をしないと取れないからやむを得ずしているものと思

います。県も塗装の工事をすると、塗装の仕事はあまりないので、

赤字になっても社員の給料が払えないから価格競争に陥りやすい

状況はありますが、最低制限価格を設けて 90％前後で入札が行われ

ており、良いか悪いか分かりませんがくじ引きが多い状況でもござ

います。しかしながら、この形を変えてしまい、結果的に落札して

くれるのだからといって調査基準価格を失格基準価格と一緒にし

てしまうとダンピングを助長するものだと私は考えます。 

特別な事情がある中で塗装工事などいくつか種類を上げていた

だきましたが、この工事の場合にはいつも特別な事情があると考え

ているのですかそれとも各工事を一つ一つ見て特別な事情がある

と考えているのか教えてください。 
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発言者 審議の内容 

営繕課 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 

 

委員 

契約課 

 

委員 

委員 

 

委員 

 

契約課 

 

委員 

委員 

 

 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

 

 

 

各工事で考えているのではなく、塗装工事を含め、先程申し上げ

た工事や労務費が著しく少ない工事については、7/10を採用してお

ります。 

端数処理の件ですが、税というのは端数処理をする性質のもので

はありません。税抜きで端数処理を丸めるのはよく分かります。し

かし、8％をした後に端数処理をするのは、税を徴収する側から見て

もあり得ない話だと思います。 

また、入札記録表では、株式会社丸亜塗装工業が 7,517円となっ

ているが、常識的にこの数字が入る事は考えられないと思うのです

が、業者さんが間違えて入札をしてしまったのかという事と明らか

に記載ミスだとしたならば業者に確認をし、再度提出させるなどの

処置は出来ないものか。 

開札して初めて金額が分かるものですので、難しい状況でござい

ます。 

 入力したら訂正は効かないのですか。 

訂正は効きません。しかしこのような状況でしたので、開札後業

者に確認をしたところ、間違いであったことを確認しております。 

 入力ミスは修正できないのですか。 

電子入札になっておりますので、難しい状況です。例え紙入札だ

としてもその場で箱に入れて開くので、金額を修正は出来ません。 

電子入札システムについてお聞きしますが、間違って入札をして

しまった時点でやり直しも出来ないのですか。 

 修正も出来ません。 

 （意見等） 

 歩切については、ロジックが正しいのか検討していただきたい。 

歩切の関係ですとか、最低制限価格の特別な事情の取扱いなども

内規として担当ごとに取扱いが変わらないようにしてもらった方

が良いと思います。 

 

市道３－１１１４号線（東西連絡道路）道路築造工事（その１） 

（市発注・一般競争入札） 

 総合評価方式による入札は、工事の内容等に応じ、経済性に配慮

しつつ、価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に

優れた契約をすることにより、公共工事の品質の確保と向上を図る

ものでございます。 

 本市におきましては、平成 20 年度より試行的に総合評価方式に

よる入札を執行しており、設計金額が 1,000万円以上の工事を対象

としております。 

 本年度につきましては、各部局より 5件抽出していただき、総合

評価方式による入札を執行しておりますが、その内の 1件は大規模
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委員 

 

 

契約課 

委員 

 

契約課 

 

 

 

委員 

 

契約課 

 

委員 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

な工事を抽出いたしましたが、他の案件につきましては、1,000 万

円以上を対象としていることから、大規模な工事の抽出には至らな

かったものでございます。 

 抽出案件説明書では契約金額（税抜）121,150,000 円となってお

りますが入札記録表では 121,500,000円となっておりますが、どち

らが正しいのでしょうか。 

 入札記録表が正しく、抽出事案説明書が間違えでございます。 

 総合評価方式については、一年に何本くらい行うとか決めている

のですか。 

 総合評価につきましては、どうしても業者さんにとりましても負

担が大きいので、いまだに試行的に実施しておりますが、業者さん

もなかなか積極的に参加していただけない状況でございますので、

ある程度件数を限定して実施しているところでございます。 

 一億円を超える工事でもなかなか参加していただけない状況で

すか。 

 金額が大きければ多少は違ってくるとは思いますが、内容によっ

て総合評価方式にふさわしい工事を選定したものでございます。 

 この辺は、私の方で総合評価方式で入札をしなさいなどとは言え

ませんが、多様な入札方式という事では、一億円を超えるような工

事については、出来る限り価格以外の要素を取り入れた方式で落札

者を決めた方がより透明性が出てくると思います。 

金額だけで判断していない理由でございますが、総合評価方式の

活用がふさわしいかどうかいう視点で考えると同時に撤去・運搬・

処分の費用の割合が多く占めている工事や工事実施段階で各管理

項目においても、高いレベルが求められるとは言い難いものにつき

ましては、金額だけではなく技術が求められる工事を総合評価方式

で実施しています。 

総合評価方式はやはり難易度や技術評価等で加味されるわけで

すからある程度難易度が難しいものを選択していただきたい。 

今は、試行的に実施している中で、年に何回か総合評価方式にふ

さわしい工事があるかないかではなく、ある程度件数で実施し試行

錯誤の状態であるとの理解をしています。 

業者の技術力を上げるために総合評価方式を採用する事により

底上げするメリットがあると思います。全体レベルをアップさせる

という意味では、金額が大きい工事で実施したり、色々な選択肢の

中でこれからも実施したりしていただきたい。 

金額が低いものだと業者の参加数も少ない事から人気がある程

度ある大規模工事の総合評価方式の件数を上げていただくのも一

つの方策だと思います。あと、この工事についても設計金額を端数

処理をしているという事ですか。 
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発言者 審議の内容 

委員 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

契約課 

 

 

委員 

 

 

所沢市は主に市内業者への発注だと思いますが、県の場合は広い

エリアを対象しておりますが、地元業者に対しては加点となる項目

を設定し有利になるよう総合評価を実施しております。所沢市の場

合そこまでの評価をする必要がないのであれば、技術力とか災害対

応とかで頑張っている業者に加点するなどの方法もあると思いま

すので、価格競争だけでなく色々な方法を考えながら進めていただ

きたいと思います。 

（意見等） 

特になし。 

 

 総選加）北野下富線（３工区）道路築造工事（その３） 

（市発注・一般競争入札） 

一抜け方式とは、同時期に複数の類似した業種の工事を施工しな

ければならない場合で、一つの業者が複数の工事を同時期に施工す

ることで、工期内での完成が困難であると市が判断した場合に、一

つの入札において落札候補者となった業者については、それ以降の

案件は、入札してもこれを無効として取り扱う方式です。 

今回の案件（36 番）は業種がほ装工事業でございますが、34 番

は業種が土木工事業であり、35番は業種が土木工事業ですが総合評

価方式であったため、34 番、35 番、36 番につきましては業種や入

札方法が異なるため１抜け方式には出来ませんでした。 

なお、本年度につきましては、5組 15工事を一抜け方式により執

行しているところでございます。 

たまたまこの工事を選んだのですが、同じような形で一抜け方式

を行っていないものもございますので上げさせていただきました。

№35 改良舗装工事で業種が土木になっていたり、№36 で道路築造

工事で業種が舗装になっていたりしていて工種の占める割合で分

けているとは思いますが、中身はあまり変わらないものもあると思

います。一抜けでやる事により多くの業者さんに受注していただく

ことが出来ると思います。また、業種が違ったり、総合評価だとか

理由は様々あるかと思いますが、やり方によっては十分に検討でき

るものと思いますので選ばせていただきました。 

一抜け方式にする場合の基準というのは、工期内に完成出来るか

どうかという事が一番重要な点になるのでしょうか。 

工期内に完成出来るというのが、一番大きい理由ではあります

が、各業者の受注機会の確保も目的としておりますので、類似工事

でも採用していきたいと考えております。 

出来る限り使う方向で考えており、業種が違う場合や評価方法が

違う場合など特別な場合は、一抜け方式にしないということで基準

が決まっているのでしょうか。 
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契約課 

委員 

 

 

 

契約課 

 

委員 
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計画道路整備課 

 

委員 

 

計画道路整備課 

 

 

委員 

 

 

計画道路整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

 

特に基準が決まっている訳ではございません。 

例えば、工事の担当課が異なっても一抜けの発注は出来るのでし

ょうか。 

入札等の日程を調整すれば可能です。 

 一抜け方式は、各業者の受注機会を増やすという意味では良いの

ですが、その価格面で本来低い価格で入札されるべきところが一抜

けの結果それより高くなるというデメリットもありますので、その

点を考えて発注する必要があると思います。 

 そのようなデメリットもございますので、業者の受注機会の確保

という点も含めて考えております。 

 機械的に決めるのではなくて、工事内容などある程度は企画力も

必要であると思います。 

 札参加者数が少ないようですが、大体このぐらいですか。また、

工種がほ装ですが、道路の築造も行っているのですか。 

 最初に土の掘削から入りまして残土の運搬、路床の安定処理、車

道の路盤工、歩道の路盤工、排水構造物工となります。 

 改良工事の方が占める割合が多いように感じますが、舗装工事業

にした理由はなんですか。 

 工種比較した中で舗装工事が占める割合が高いことと、本工事で

は表層残しとなりますが、ある程度舗装工事とするべき工事が多い

事から設定しました。 

 今回の事案対象外の№35 とか改良舗装工事で土木となっている

のですが、考え方として主たる工事が大きい工種を取っているとい

う考え方でよろしいですか。 

 №35につきましては、道路建設課で発注した工事ですが、護岸の

補強工事であり川沿いの道路改良するような工事でございますの

で、どちらかというと舗装工事というより土木的な要素が高いもの

となっております。 

（意見等） 

 特になし。 

 

東部クリーンセンター電気式ごみ収集車給電設備設置工事 

（市発注・随意契約） 

本工事は、ごみの焼却処理により発電した電力を電気式ごみ収集

車給電設備に送電し、給電設備内に設置した電池に充電、その電池

を電気式ごみ収集車に搭載するまで、全て電気を電力として稼働さ

せるものであります。 

  本設備は、全国の自治体でも過去に実績がなく、類似する事業の

経験を有するなど高い技術を持った者を選定することにより、事業

を確実に進める必要があります。 
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東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

委員 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

  ＪＦＥエンジニアリング株式会社は、平成２８年度から平成２９

年度にかけ、川崎市と協働で電気式ごみ収集車の実証実験を共同で

実施するとともに、その後も設備機器ごとの主な課題について大幅

な改良を図り、同社の性能や技術等を有する事業者は他にはないこ

とから、「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号」の規定に

基づいて、１者特命の随意契約としたものです。 

 予定価格はどのように設計したのかという質問ですが、ごみの焼

却に処分した電力を電気式ごみ収集車給電設備に送電し、給電設備

内に設置した電池に充電、その電池を電気式ごみ収集車に積載する

までのすべての電気を電力として稼働させるものでございます。 

設計価格については、国土交通省の「公共建築工事積算基準」や

「建築数量積算基準」を使用して適正に設計・積算しております。 

また見積りについては、埼玉県の「建築工事に係る見積りの取扱

い要領（建築工事）」に基づき適宜補正を行うなど、実情を勘案し採

用しております。 

説明をもう少し詳しく聞きたいのですが、設計価格については、

積算基準で行っているとのことですが、これは特別なもので全国の

自治体でも過去の実績がない設備の見積りを取るということで、業

者の見積り金額と国土交通省の積算基準をどういう過程で設計金

額として算出されるのですか。 

随意契約の理由にもなっておりますとおり、特殊な技術を持った

機械の設置となりますので、メーカーからの見積徴取を行いまし

て、見積徴取の段階で資材単価や歩掛などを分けた形で行っており

ます。特殊なものについては、メーカーとのヒアリングにより実勢

価格を単価に採用しております。一般的なものについては、埼玉県

の基準や単価表で採用できるものを使い積み上げておりますので、

見積りと単価表の両方を採用しております。 

見積りを取って詳細な内訳をいただいて特殊なものはそのまま

採用し、人件費など一般的なものは積算した金額が設計価格になっ

て、随意契約を行うにあたっては業者と話し合いの結果、契約予定

金額を決めるという認識でよろしいですか。 

見積りを徴取しまして、埼玉県の「建築工事に係る見積りの取扱

い要領（建築工事）」に基づき適宜補正を加えて積算を行っておりま

す。 

業者が提示した金額と異なりますが、契約金額は業者が提示した

金額で契約することになったのですか。 

資料の写真にあります白い箱のようなものがユニットになりま

すが、中身については機械的に電池を交換させるものや電池を充電

させるものなど様々な制御盤や動力盤であり、一般的なものは見積

りを徴取して調整率により積算しております。それ以外のものはメ
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発言者 審議の内容 

 

委員 

委員 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

委員 

 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

委員 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

委員 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

ーカーの見積りを採用しております。 

それで設計価格や予定価格が決まったということですね。 

競合他社がおらずＪＦＥエンジニアリングだけという場合、見積

書を徴取してそれからどれくらい値引くとか価格の交渉をして積

算に係るのですか。 

具体的な金額の提示ではございませんが、見積りに対してどの程

度の企業努力が可能なのかなどのやり取りはございます。 

そのようなことを想定すれば、ＪＦＥエンジニアリングもある程

度の上積みをして提示しますよね。その辺は市側も経験があるので

しょうから妥当な金額をどのようにして決めているのかお聞きし

たい。 

見積りを徴取した段階で一般的なものは、埼玉県の「建築工事に

係る見積りの取扱い要領（建築工事）」に基づき見積調整率により適

宜補正を加えており、特殊なものは埼玉県営繕課内の基準を基に補

正を加えて積算しております。 

歩掛は決まっているということで、最終的にはそれを落としどこ

ろにしているということですね。当然、業者はそれを知らないとい

うことですね。 

その通りです。 

給電設備のイメージが湧かないのですが、どのような形で給電す

るのですか。 

給電設備の電源につきましては、東部クリーンセンターで発電し

ている電力を給電設備まで配電し、写真資料にある四角い箱の側面

に完全電気式のごみ収集車を横付けして車両の背中にある充電式

蓄電池を交換するシステムです。 

人の手で行うのですか。 

制御盤のスイッチにより、既に充電した蓄電池を自動的に交換す

るシステムでございます。 

所沢市では何台所有しているのですか。 

所沢市にはございません。 

ごみ収集車は１台もないのですか。 

電気式のごみ収集車はございません。通常のごみ収集車に設置で

きるのではなく、このシステム専用のごみ収集車となります。 

導入見込はいつぐらいですか。 

専用車につきましては、これから購入予定です。 

車両がないのに給電設備を設置したということですか。 

今回は、給電設備の設置工事と専用車両の購入をセットで実施し

ております。 

他社において同様のシステムを開発していないのですか。 

このような完全電気式の車両と充電ユニットはございません。 
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発言者 審議の内容 

委員 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

委員 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

委員 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

委員 

 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

今回対象の設備工事は、他社製品との汎用性はあるのですか。 

車両については、車両メーカーがどこになっても仕様通りに製作

すれば可能であると考えております。 

１者の特命随意契約の価格が妥当であるかを確認するため、同種

同規模の車両メーカーを調査することや価格を調べる必要がある

と思いますが、それは行いましたか。 

車両についてはメーカーの指定はございませんが、給電設備につ

いてはＪＦＥエンジニアリングしか製作することができませんの

で、ＪＦＥエンジニアリングからの見積徴取しかできませんでし

た。 

１者の特命随意契約の場合は、価格の妥当性が決めづらいと思い

ますので、できれば別の会社から見積りを徴取することが必要だと

思いますが、何社から特別調査をされたのですか。 

特別調査ではなく見積徴取を１者から行っております。 

何か別のものを参考にするとか、１者からの見積りだけではなく

入札の公告をすれば他社が入札するかもしれないので、最初から随

意契約に決めつけない方が良いと思いますが、その点は如何です

か。 

先行して川崎市と契約しておりますが、見積りにつきましても所

沢市の積算と大きな違いはございませんでした。また、他社ができ

るかとのことですが、川崎市と実証試験を１年間かけてシステムを

開発しているところもございますので、他社では時間がかかるので

はないかと思います。 

そのように思うだけで実際に聞いているわけではないですよね。

１者随意契約の場合は、他社からの見積りなどがないと相手の言い

なりになってしまうこともあり、その後のメンテナンスも１者との

随意契約になってしまいますので、もう少しできることがあるので

はないかと思いましたので、参考にしていただければと思います。 

契約の透明性ということで入札監視委員会の役割があると思い

ますが、ＪＦＥエンジニアリングは川崎に本社や工場があるのでし

たか。 

本社は鶴見になります。 

一般論として先駆的に行えば高くなりますが、川崎市は工場など

の関係でＪＦＥエンジニアリングと繋がりがあるのではないかと

思いますが、所沢市は川崎市に次いで２番目ですか。そういう業者

と契約をするということは、新規の設備で価格的にも高い状態です

から汎用性でも出てくればメリット、デメリットも周知されてある

程度の判断が付くのですが、そうでなければそれなりの動機が必要

で川崎市のように地域密着型なら良いのですが、そういうところが

契約の透明性として考えられるので、入札監視委員会においても導
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発言者 審議の内容 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

 

 

委員 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

委員 

委員 

 

委員 

 

総務部長 

 

 

 

委員 

 

東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設課 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

入の動機を確認しても良いと思いますが、その辺はどうですか。 

環境クリーン部においてマチごとエコタウン所沢構想に基づい

た事業を位置付けており、東部クリーンセンターが唯一再生可能エ

ネルギーを発電している施設でございますので、エネルギーの有効

利用ということでごみ収集車に目を付けまして軽油車両ではなく

電気車両によりＣＯ２を削減することとしております。 

所沢市としては、東部クリーンセンターが発電機能を持っている

ので、それを活かすためということで良いですか。 

これにつきましては、市長の強い思いがございまして所沢市の環

境の方針といたしますと、マチごとエコタウン所沢構想がございま

して市長の公約にもありますように震災からの復興といたしまし

て、環境への配慮を一番の重きを置いておりまして所沢市としてマ

チごとエコタウンが事業として展開している基本的な考え方とし

て強い思いがございまして、只今ご意見をいただいたことは議会で

も色々な議論がございましたところで、そのような経緯がございま

した。 

それに基づいて行っているとのことでわかりました。 

意見でございますが何かございますか。 

透明性が確保できるように価格の妥当性をしっかり行ってくだ

さい。 

市長公約ということもあるのですが、市民に対する説明責任を負

わなければならないので、その点は十分に考慮していただきたい。 

見積りを行った場合でも埼玉県の単価などを活用できるところ

は単価を活用して積算を積み上げているところですが、ご意見のよ

うに更にということでございますので検討の余地があるところで

ございます。 

川崎市と同時期ということであれば、川崎市との連携や協定など

を結ぶことはできませんでしたか。 

協定などは難しいところですが、川崎市と連絡を取りながら進め

ておりましたが、積極的に情報提供を貰える状況ではございません

でした。 

埼玉県の場合は、このような形での特命随意契約は行っておりま

せんで、一度、全国的に入札公告をして募集を行っております。期

間はかかりますが、結果的にこの１者しかいないという結論に持っ

ていきます。入札参加意思確認型などの方法もありますので参考に

していただければと思います。 

（意見等） 

特になし。 

 

三ヶ島地区内下水管布設工事（その 6） 
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発言者 審議の内容 

 

上下水道局総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

上下水道局総務課 

委員 

下水道整備課 

 

 

 

委員 

 

下水道整備課 

 

 

委員 

上下水道局総務課 

委員 

委員 

 

 

 

 

契約課 

 

委員 

 

（上下水道局発注・指名競争入札） 

指名業者選定の経緯につきましては、本工事箇所は、近隣で同様

な下水道工事を２件施工しており、他業者との工程管理及び調整能

力があり、さらに三ヶ島小学校、三ヶ島中学校にそれぞれ隣接して

いるため児童、生徒の安全対策に万全を期する能力が必要とされま

す。このことから、一般競争入札ではなく指名競争入札とし、設計

金額からはＢ級に区分された業者の中から選定すべきところです

が、上級のＡ級に区分された業者の中から、「所沢市建設工事競争入

札参加者の設定に関する要綱」第６条に基づき、６者を選定したも

のでございます。 

また、通常は市内業者を選定しているところですが、入札に緊張

感を持たせるため、年に数本の契約案件において、当市での実績の

ある市外業者を入れて入札を実施しているところでございます。ま

た、市の業者選定委員会におきまして、審議をいただいて承認を受

けて執行したものでございます。 

確認ですが選定の時に緊張感を持たせるために市外業者を入れ

たところ、その市外業者が落札したということですか。 

結果的に市外業者が落札いたしました。 

緊張感とはどういう意味ですか。 

緊張感というのは、ある程度の工事を市内業者で一般競争入札を

行っておりまして、今回は指名競争入札として市外業者が入ってい

るということで、市内業者の緊張感が発生してくるものと考えてお

りますので、年に数件程度ですが市外業者を含めております。 

その背景には、市内業者が馴れ合い的になるリスクが潜在的にあ

るという意味ですか。 

そのような情報は特にございませんが、市内業者だけでの入札が

続きますとそのようなことが考えられますことから、そのリスクを

少しでも軽減する意味もございます。 

落札率が 94％ですが、市内業者だけだと最高何％ですか。 

上下水道局発注分でございますと 98.41％です。 

その意味では、緊張感が働いているようですね。 

緊張感の意味が分かりませんが、それが緊張感に繋がるかは受け

取り方なので何とも言いようがありませんが、その趣旨からすると

１者だけではなくて６者中３者を市外業者にするとか坂戸市の業

者ではなく、近隣の狭山市や入間市などの業者の方が良いのではと

思いました他の部局でも同様なことを行っておりますか。 

市長部局におきましても年間数件程度ではございますが、同様の

市外業者を含めた入札を行っております。 

質問が変わりますが、今の時期は入札の不調などは増えておりま

すか。 
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発言者 審議の内容 

契約課 

委員 

 

 

契約課 

 

 

委員 

契約課 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今のところはございません。 

今回は指名競争入札でしたが、緊張感を持たせるのであれば一般

競争入札で所沢市以外の近隣市に広げればもう少し緊張感が出る

のではないか。 

競争性だけを重視するのであればそのような考え方もございま

すが、施工面も考えなければなりませんのである程度実績がある業

者により緊張感を持たせている対応を行っております。 

金額的には 1千万円程度が対象となりますか。 

それぐらいになります。 

どうせなら１者だけでなく２、３者入れた方がもっと緊張感が出

ると思います。 

（意見等） 

特になし。 

 

今回については、意見具申ということではなく議事録をもって市

長に報告します。歩切の関係については、今後の対応を見ていきた

いと思います。 

 

４ その他 

特になし。 

 

・次回の審議事案の抽出について 

審議事案の抽出委員：高島委員 

 

 

 

 


